サウジアラビア王国

2009年１月27日                                                                
財務省　関税局

（総務部長事務所）

全税関事務所（陸上、海港、及び空港）への緊急連絡のお知らせ
主題　－　サウジアラビア向け原産国表示がない貨物の取扱いについてのお知らせ
関係各位
さて4/3/1429H 付の文書No.99S/43/M にて、固定された原産国表示がない貨物に対する規制の厳格適用の重要性、及び委員会の調査機関からのこのような指示を受け、この度原産国表示がない貨物、もしくはあっても取外し可能な表示の輸入貨物すべてについて下記の適用を決定致しました事をご案内致します。
第１項　2009年1月7日以降、恒久的な原産国表示がない貨物は以下のとおりに取扱う。
A項　荷主が、税関区域内または自社施設内で固定式の原産国表示を施すこと、及び今後は繰り返さないことを確約する。ただし2週間以内に是正措置を完了することを条件とし、船積みあたりSR5,000.の罰金を科せられる。これは統一関税規則第30条に沿っており

免税品目であっても関税は徴収される。
Ｂ項　取外しできない原産国表示の取付けが困難な場合、荷主は貨物の元地への返送を

必要とされ、罰金は科せられない。
C項 荷主が恒久的な原産国表示のない貨物を元地に返送することを希望するときは、
許可され、罰金は科せられない。
第２項　輸入者は、最初の確約書に署名後30日、1/2/1430から、到着する全貨物について、荷主が恒久的原産国表示を施すことは許可されず、確約書は取上げられ、貨物の返送を
要請される。
第3項　貨物が1/2/1430以前に到着し、まだ税関管理下にある場合は、繰返さない旨のEDI確約書を荷主から入手し、税関区域内または自社施設内で恒久的原産国表示の取付けを要請される。ただし貨物の引取りから2週間以内に是正措置が完了する事を条件とする。
第4項　4/3/1429付の文書No.00S/43Mに記載されたように、輸入貨物は恒久的な
原産国表示の関連条項の適用を確実にする為に、非常に明確な恒久的原産国が、縫いつけ、印刷または刻印等で表示されなければならない。
貨物の性質上または極小サイズの為これが困難な場合にも、その包装に恒久的な形で必ず表示されなければならない。二重または誤解を生む原産国表示の貨物の事例はすべての

関係委員会に上程する為に、税関の法務管理部門に付されることが第３項で指摘されて
おります。税関の関係委員会が最終的に決定した違反貨物の処分、その破棄が環境に有害の場合は没収及び競売に付すことを含めて、第4項で規定されております。すべての関税を差し引いた売却代金は元の表示の是正が許可されない輸出者の受益となる。
第5項 税関関係者すべてに確実にする為に、すべての確約書を情報システムに登録し、
すべての再輸出船積みの記載を手配し、これらの記載を情報システムに更新し、さらに、
今までのすべてのマニュアル確約書を更新する。これはリスク管理情報システムに供する
為の統計が目的である。
第6項 すべての部署が活動するために・・・管理・調査（クロス・チェック）、商業
犯罪防止、及び連携部署、さらに税関長に毎週報告を上げる。
第７項　以前に違反を犯した輸入者の貨物の再調査。
第7項 税関の登録部署はすべての確約書を確認し、措置の適用を確実にし、当方に
毎週報告を行い、写しを専門の管理部門に必ず送る。

第９項　規制措置を検討するよう委任された委員会はこれらの措置適用から3カ月ごとに会議を開催し、結果を評価し、詳細な報告書を提出する。

これらの指示の要件や順守を完全なものとして、関係者に通知するよう要請致します。
情報システムが22/2/1430までに準備ができるように、情報・技術関係者等も当方の
通知文書にコピーされております。
今回の通達に伴い、皆様からのご理解、ご協力を頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具

General Manager of Customs
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